
 

東富山体育館は令和８年４月１日から運営方法の
変更を予定しております。 

これに伴い、現在の回数券は東富山体育館での
使用が出来なくなりますので、令和８年３月３１日
までに使用していただきますようお願いいたしま
す。 

なお、他の相互利用可能な施設についてはこれ
までどおりご使用いただけますので、ご理解のほ
どよろしくお願いいたします。 

 

【令和８年度　回数券の相互利用可能施設】 

体育文化センター 

2000 年体育館 

アイザックスポーツドーム 

（アリーナ・ランニングコース・多目的ホール） 

大山総合体育センター　 

（柔道場・剣道場） 

回数券をご利用の方へ
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